
 

 

高松市塩江
し お の え

地区「地域おこし協力隊」平成３０年度募集要項 

 

高松市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面する、日本一面積の小さな香川県の県庁

所在地です。 

 

その南部に位置する塩江（しおのえ）町は、南は徳島県に

面し、町域の大半を山林が占める豊かな自然を有する地域で

す。 

緑豊かな地域でありながら、高松市街地までは車で約３０

分、ＬＣＣも就航する高松空港までは車で約１５分と、都市

部や首都圏へのアクセスのしやすさも魅力のひとつです。 

 

塩江町には、古くから高松の奥座敷と呼ばれてきた『塩江温泉郷』がありますが、近年

多くの温泉施設が休業・廃業し、観光地としての賑わいが失われつつあります。 

また、少子高齢化の進行により、特産品の栽培などの担い手が不足しているのが現状で

す。 

このようなことから、地元住民や来訪者にとって魅力あふれる地域づくりに取り組む必

要があります。 

 

皆さんの個々の知識や経験を生かしながら、活気あるまちづくりを地域の方々と一緒に

取り組んでみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【塩江町のプロフィール】 

◇世帯数：１，２６５世帯 

◇人 口：２，６４７人 

（平成３０年４月１日現在） 

◇総面積：８０．１０平方キロメートル（うち、８４％が山林） 

◇特産品：アマゴ、竹、お茶、シイタケ、カーネーション 

塩江町の面積を大きく占める豊かな山林は、竜王山（１０５９．９ｍ）や大

滝山（９４６ｍ）を主峰とする讃岐山脈へと続いています。 

また、集落は徳島県へ繋がる国道１９３号線と、内場川・小出川などを集め

た内場池（内場ダム湖）南側に集中しているほか、山間部にも点在しています。 

 

 

 

高松市 

塩江町 



１．業務内容 

 

地域活性化、交流人口の増加のために、塩江町において主に次の業務に従事していただ

きます。 

・地域資源を活用したお土産品の創作等、地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロ

モーションを通じた地場産業基盤の構築（塩江地域の特産品のネット流通を目指した

ＥＣサイト(※)の立ち上げ、運営等） 

(例) 竹を活用した加工品の創作（竹かご、収納用品、竹チップ肥料等） 

 お茶を利用したスイーツの開発、伝統食材を利用した郷土料理の開発 

・移住者受け入れの促進 

・塩江地域の魅力を発信（ＷＥＢ媒体、各種メディア等を利用したＰＲ・広報活動等） 

 

※ＥＣサイト…商品を販売するための独自運営のウェブサイト、電子商取引。 

 

２．募集対象 

 

次の条件をすべて満たす方とします。 

(1) 応募時点で、３大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三

重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部）内の都市地域（過疎、山村、

離島、半島等の地域に該当しない市町村）若しくは一部条件不利地域（過疎、山村、離

島、半島等の地域に、その区域の一部が該当する市町村）又は政令指定都市に在住して

いること 

※対象の詳細については、総務省『地域おこし協力隊』のウェブページに掲載されて

いる「特別交付税措置に係る地域要件確認表」をご確認ください。 

(2) 採用後に本市へ住民票を異動し、原則として勤務地で居住できる方 

(3) 地域おこし協力隊としての活動期間終了後も、本市に定住し、就業・起業しようと

する意欲をもっている方 

(4) 本市の活性化に意欲があり、地域住民とコミュニケーションをはかり、積極的に活

動ができる方 

(5) 心身ともに健康で、誠実に業務を行うことができる方 

(6) パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方 

(7) 普通自動車運転免許を有し、運転のできる方 

 

３．募集人数・勤務地 

 

 

 

  

勤 務 地 募集人数 

塩江町 １名 



４．雇用形態・期間 

 

(1) 市の非常勤嘱託職員として採用します。 

(2) 平成３０年７月１日付の採用となります。 

(3) 委嘱期間は、委嘱の日から平成３１年３月３１日までとします。ただし、委嘱の日

から最長で３年間は更新することができます。 

 

５．勤務時間及び報酬 

 

  業務内容や本市での活動目的等により、次のいずれかの勤務時間を選択することがで

きます。 

 

勤務地 勤務時間及び報酬 

塩 江 町 

① 
【勤務時間】週３７．５時間 

【報酬月額】１９６，０００円※ 

② 
【勤務時間】週３０時間 

【報酬月額】１５６，８００円※ 

③ 
【勤務時間】週２１時間 

【報酬月額】１０９，７００円※ 

※ 報酬月額は、平成３０年度のものです。 

   ・ 別途、通勤手当が支給される場合があります。 

 

 

６．活動経費について 

 

  活動に必要な経費については、予算の範囲内で市が負担します。 

 

７．福利厚生 

 

(1) 社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します。 

(2) 隊員は、市内で市が借り上げた住宅に移住していただきます。家賃については、予

算の範囲内で市が負担します。 

（光熱水費等の生活に必要な費用は、隊員負担となります。） 

 

８．募集期間 

 

平成３０年４月２５日から平成３０年５月２４日まで（締切日の消印有効） 

 



９．選考の流れ 

 

【応募】 

下記の４つを郵送又は持参してください。 

(1) 地域おこし協力隊申込書 

 

(2) 履歴書 

必要事項を記入し、直近３か月以内の写真を貼付してください。 

必ず連絡がとれる電話番号とメールアドレスを記入してください。 

(3) 作文 

本市で取り組みたいことについて、具体的な活動や展望などを記入してください。

（文字数：２，０００文字程度） 

(4) 住民票 

申込の日の１か月前以内に交付を受けた住民票を添付して下さい。 

 

 

【審査】 

 (1) 体験移住及び面接選考 

６月上旬（３日間）の予定で、活動地域での生活を体験していただきます。 

※ 体験移住の最終日（３日目）に面接選考を行います。 

※ 体験移住（３日間）及び面接選考の日時・場所等詳細については、別途通知し

ます。 

※ 体験移住に係る宿泊料は、市が負担します。 

※ 交通費、食事等の諸経費は、個人負担となります。 

 (2) 選考結果の通知 

選考結果を文書で通知します。 

 

 

※応募時の提出書類は、返却いたしません。 

不採用者のうちで履歴書の返却を希望される方については、 

 ・来庁の場合：事前に連絡いただき、本人確認の上、手渡しにて返却いたします（代理人不可） 

 ・郵送請求の場合：返信用封筒（長形３号に簡易書留郵便相当分の切手を貼って、宛先を明記

したもの）を送付してください 

◆お問い合わせ・応募先◆ 

〒760-8571 

香川県高松市番町一丁目８番１５号 

高松市役所 市民政策局 

地域政策部 地域振興課 担当：宮武
みやたけ

・永峰
ながみね

 

TEL:087-839-2278 FAX:087-839-2125 

メールアドレス:chiikishinkou@city.takamatsu.lg.jp 

◆高松市ホームページ◆ 

 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/  


